
 36 

 

APEC 仙台開催に関する新聞各紙の報道より 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 

 

平成 22 年 9 月 6 日(月) 
河北新報(朝刊・1 面(右) 

12 面(下)) 

参考１ 

平成 22 年 9 月 9 日(土) 
朝日新聞(朝刊 27 面) 

平成 22 年 9 月 14 日(火) 
読売新聞(朝刊・35 面) 
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平成 22 年 9 月 15 日(水) 
読売新聞(朝刊・33 面) 

平成 22 年 9 月 16 日(木) 
河北新報(朝刊・1 面) 

平成 22 年 9 月 14 日(火) 
河北新報(朝刊・6 面) 
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平成 22 年 9 月 16 日(木) 
読売新聞(朝刊・29 面) 

平成 22 年 9 月 26 日(日) 
河北新報(朝刊・31 面) 

平成 22 年 9 月 27 日(月) 
読売新聞(朝刊・29 面) 

平成 22 年 9 月 16 日(木) 
朝日新聞(朝刊・31 面) 
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平成 22 年 9 月 30 日(木) 
河北新報(朝刊・3 面) 

平成 22 年 9 月 30 日(木) 
読売新聞(朝刊・32 面) 

平成 22 年 9 月 27 日(月) 
河北新報(朝刊・26 面) 

平成 22 年 9 月 28 日(火) 
河北新報(朝刊・14 面) 
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2010 年ＡＰＥＣ仙台開催支援協議会規約 
 
（名称） 

第１条 本会は、2010 年ＡＰＥＣ仙台開催支援協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 
（目的） 

第２条 協議会は、仙台市で行われる 2010 年日本ＡＰＥＣ第 3 回高級実務者会

合及び関連会合（以下「高級実務者会合等」という。）の成功に向け、地元関

係機関が連携し、高級実務者会合等の準備・開催支援、地元歓迎機運の醸成、

仙台地域の魅力発信に係る協力を行うことを目的とする。 
（所掌） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議・

検討を行う。 
(1) 高級実務者会合等の開催に対する支援に係る協力に関すること。 
(2) 高級実務者会合等に関連した広報、地元開催機運の醸成に係る協力に関す

ること。 
(3) 高級実務者会合等に関連した歓迎、ホスピタリティ提供、仙台地域の魅力

発信に係る協力に関すること。 
(4) 高級実務者会合等の円滑な運営を図るための、関係団体及び機関との連絡

調整等に関すること。 
(5) その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。 
（組織） 

第４条 協議会は、別表第１に掲げる団体をもって構成し、別表第２に掲げる

者を委員とする。 
２ 委員が各団体の役職を離れたときは、その後任者が委員を務める。 
（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 
(1) 会長   
(2) 副会長 

２ 会長は、仙台市長をもって充てる。 
３ 副会長は、仙台商工会議所会頭、社団法人東北経済連合会会長をもって充

てる。 
 （役員の職務） 
第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （顧問） 
第７条 協議会に顧問を置く。 
２ 顧問は、宮城県知事をもって充てる。 

参考２ 
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 （任期） 
第８条 委員及び顧問の任期は、協議会が設置された日から協議会が解散する

日までとする。 
 （協議会） 
第９条 協議会の会議は、協議会の業務執行に関し次の事項を議決する。 

(1) 事業計画の決定 
(2) 事業報告の承認 
(3) その他必要な事項 

２ 会議は、必要に応じて会長が召集し、委員の過半数の出席をもって成立す

る。 
３ 会議は、会長が議長となる。 
４ 委員が会議に出席できないときは代理人を会議に出席させることができる。 
５ 会議における議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が

決定する。 
６ 会長が必要と認める場合には、委員に対し書面により賛否を求め、その回

答をもって会議の開催に代えることができる。 
 （幹事会） 
第１０条 協議会の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。 
２ 幹事会は、協議会において幹事会が検討すべきとされた事項について、協

議、検討を行う。 
３ 幹事は、別表第３に掲げる者をもって充てる。 
４ 幹事会に、代表幹事を置く。 
５ 代表幹事は、仙台市経済局長をもって充てる。 
６ 幹事会は、必要に応じ、代表幹事が召集する。 
７ 幹事が幹事会に出席できないときは、代理人を出席させることができるほ

か、あらかじめ書面をもって意見を提出することができる。 
（事務局） 

第１１条 協議会の庶務は、仙台市経済局国際経済・観光部国際プロモーショ

ン課において処理する。 
（解散） 

第１２条 協議会は、第２条の目的を達成した後、速やかに実績報告を行い解

散する。 
 （委任） 
第１３条 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が別に定める。 
附 則 

この規約は、平成２２年４月２８日から施行する。 



 42 

別表第１（構成団体） 

団 体 名 

宮城県 

仙台市 

仙台商工会議所 

社団法人東北経済連合会 

経済産業省東北経済産業局 

国土交通省東北運輸局 

宮城県警察本部 

株式会社河北新報社 

仙台空港ビル株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

社団法人日本ホテル協会東北支部 

社団法人日本旅行業協会東北支部 

社団法人宮城県タクシー協会 

社団法人宮城県バス協会 

学都仙台コンソーシアム 

財団法人仙台観光コンベンション協会 

財団法人仙台国際交流協会 
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別表第２（委員） 

団 体 名 役  職 職務 

宮城県 知事 顧問 

仙台市 市長 会長 

仙台商工会議所 会頭 副会長 

社団法人東北経済連合会 会長 副会長 

経済産業省東北経済産業局   局長 委員 

国土交通省東北運輸局 局長 委員 

宮城県 経済商工観光部長 委員 

宮城県警察本部 本部長 委員 

株式会社河北新報社 代表取締役社長 委員 

仙台空港ビル株式会社 代表取締役社長 委員 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 支社長 委員 

社団法人日本ホテル協会東北支部 支部長 委員 

社団法人日本旅行業協会東北支部 支部長 委員 

社団法人宮城県タクシー協会 会長 委員 

社団法人宮城県バス協会 会長 委員 

学都仙台コンソーシアム 会長 委員 

財団法人仙台観光コンベンション協会 理事長 委員 

財団法人仙台国際交流協会 副理事長 委員 
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別表第３（幹事） 

団 体 名 役  職 職務 

仙台市 経済局長 代表幹事 

仙台商工会議所 理事・事務局長 幹事 

社団法人東北経済連合会 常務理事・事務局長 幹事 

経済産業省東北経済産業局   産業部長 幹事 

国土交通省東北運輸局 企画観光部長 幹事 

宮城県 
経済商工観光部参事兼 

国際経済・交流課長 
幹事 

宮城県警察本部 警備課長 幹事 

株式会社河北新報社 営業本部営業企画部長 幹事 

仙台空港ビル株式会社 取締役事業部長 幹事 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 営業部長 幹事 

社団法人日本ホテル協会東北支部 

 

ホテルメトロポリタン仙台 

常務取締役総支配人 
幹事 

社団法人日本旅行業協会東北支部 事務局長 幹事 

社団法人宮城県タクシー協会 専務理事 幹事 

社団法人宮城県バス協会 専務理事 幹事 

学都仙台コンソーシアム 事務局長 幹事 

財団法人仙台観光コンベンション協会 専務理事 幹事 

財団法人仙台国際交流協会 事務局長 幹事 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年日本 APEC 第 3 回高級実務者会合及び関連会合 

仙台開催支援の記録 
 

平成 22 年（2010 年）11 月 

2010 年 APEC 仙台開催支援協議会 

 

事務局：仙台市経済局国際経済・観光部国際プロモーション課 

住所 〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号 

電話(代表)022-261-1111／FAX 022-214-8316 

E メール kei008080@city.sendai.jp 




